
第 118 号議案

令和元年度仙台市一般会計補正予算（第 4号）

令和元年度仙台市の一般会計補正予算（第 4号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ732,705千円を追加し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ560,358,737千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2条　地方自治法第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経�

費は，「第 2表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3条　債務負担行為の補正は，「第 3表　債務負担補正」による。

（市債の補正）

第 4条　市債の補正は，「第 4表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　業　名 金　　額

11� 災 害 復 旧 費 1 � 災 害 復 旧 費 農林施設災害復旧
千円

413,500

11� 災 害 復 旧 費 1 � 災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧 2,342,657

第 3表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　項 期　　　間
限　　　　度　　　　額

補正前の額 補　正　額 計

庁 舎 等 災 害 復 旧 令 和 2 年 度
千円 千円

780,000
千円

780,000
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第 4表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 ％

土 木 施 設
災 害 復 旧 費 1,547,100 556,000 2,103,100

普通貸借又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発
行を含む｡）に
よる。証券発
行の場合の発
行価格は，額
面100円 に つ
き98円以上と
する。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期�
間を含め30年以内�
に元利均等その他の�
方法により償還す�
る。ただし，融通条�
件又は財政の都合に�
より，償還年限を短�
縮し，又は借り換え�
ることができる。

合　　　 計 51,040,400 556,000 51,596,400
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第 119 号議案

令和元年度仙台市国民健康保険事業特別会計
補正予算（第 1号）

令和元年度仙台市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号）は，次に定めるところに�

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ216,231千円を追加し，歳入歳出予算の�

総額を歳入歳出それぞれ91,209,542千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 120 号議案

令和元年度仙台市下水道事業会計補正予算（第 1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市下水道事業会計

予算」の名称を「令和元年度仙台市下水道事業会計予算」（以下「予算」という。）とし，元号に

よる年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総　則）

第 1条　令和元年度仙台市下水道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　予算第 2条に定めた業務の予定量を，次のとおり補正する。

� （項　　目）� （既決予定量）� （補正予定量）� （ 計 ）

　（4）　主要な建設改良事業

　　　　　管 き ょ 建 設 費� 6,449,506千円� � 120,000千円� 6,569,506千円

　　　　　ポ ン プ 場 建 設 費� 1,354,806千円� � 151,000千円� 1,505,806千円

　　　　　処 理 場 建 設 費� 4,610,585千円� � 80,030千円� 4,690,615千円

（資本的収入及び支出）

第 3条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,832,108�

千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額332,269千円，過年度分損益勘定留

保資金7,064,768千円，当年度分損益勘定留保資金3,494,983千円及び減債積立金1,940,088千円で

補てんするものとする。）に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）

収　　　　　入
　第１款　資　本　的　収　入 � 20,568,146千円� � 421,327千円� 20,989,473千円

　　第 1項　企　　　業　　　債 � 15,587,100千円� � 160,800千円� 15,747,900千円

　　第 2項　国　庫　支　出　金 � 3,983,634千円� � 253,755千円� 4,237,389千円

　　第 5項　他 会 計 出 資 金� 643,897千円� � 6,772千円� 650,669千円

支　　　　　出
　第１款　資　本　的　支　出� 33,400,151千円� � 421,430千円� 33,821,581千円

　　第 1項　建　設　改　良　費� 13,658,804千円� � 421,430千円� 14,080,234千円
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（企業債）

第 4条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

� （起債の目的）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）

　（5）　災 害 復 旧 事 業 債� 8,500千円� � 160,800千円� 169,300千円

（他会計からの補助金）

第 5条　予算第10条中「8,231,663千円」を「8,238,435千円」に改める。
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令和元年度仙台市一般会計補正予算（第 3号）

令和元年度仙台市の一般会計補正予算（第 3号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,215,190千円を追加し，歳入歳出予算の総額�

を歳入歳出それぞれ559,626,032千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（市債の補正）

第 2条　市債の補正は，「第 2表　市債補正」による。

令和元年11月 8 日

仙台市長　　郡　　和 子
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第 2表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 ％

災害援護資金
貸 付 事 業 費 6,000 45,000 51,000

普通貸借又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発
行を含む｡）に
よる。証券発
行の場合の発
行価格は，額
面100円 に つ
き98円以上と
する。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期�
間を含め30年以内�
に元利均等その他の�
方法により償還す�
る。ただし，融通条�
件又は財政の都合に�
より，償還年限を短�
縮し，又は借り換え�
ることができる。

農 林 施 設
災 害 復 旧 費 300,000 109,000 409,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

土 木 施 設
災 害 復 旧 費 484,500 1,062,600 1,547,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

社会福祉施設
災 害 復 旧 費 11,200 11,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

環 境 施 設
災 害 復 旧 費 5,800 5,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合　　　 計 49,806,800 1,233,600 51,040,400
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